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（１）ほりぞえ健ニュース ２００４年１１月号

●1963（昭和38）年２月６日、高津区に
生まれ、高津小学校出身。桐朋中学、
高校を経て東京工業大学を卒業。

●東京都三鷹市で９年間、地域情報化や
プライバシー保護等に従事。

●セブンーイレブン本部での情報システ
ム構築をはじめ、ITを活用したシステ
ムづくりに従事。

●2003年４月、川崎市議会議員に初当選。
●民主党神奈川県第18区総支部副幹事長
●経済産業省 システム監査技術者
●妻と長女（中学２年）の３人家族

〒213-0033

川崎市高津区下作延266  エスビル4階

（溝の口駅徒歩２分 高津区役所隣り）

政府が進めている三位一体改革の一
番の問題は、国と地方の責任分担、
果たすべき役割をどのように整理す
る必要があるのか、といった議論が
そっくり抜け落ちている点であると
考えています。ですから、単に国と
地方の税源、権限争いであるかのよ
うに見えてしまう。そうではなくて、
現在のようにいったん税金を国にあ
つめ、それを地方に配分する過程で、
さまざまな利権や既得権益と結びつ
いてしまっている構造、地域の要望
にかかわらず無駄に税金が浪費され
てしまう構造、この構造自体を変え
ることが地方分権の本来の目的であ
るはずです。
国の各官庁の分権試案を見ると、中
央官庁の利権にかかわるような補助
金は、おもしろいように分権対象か
らはずされています。このこと一つ
をとっても、地方分権についても、
道路公団や郵政民営化と同様、ふた
をあけてみたら焼け太りしていた、
ということになりかねないと強い危
惧を感じています。
（事務局）
地方分権に関しては、１２月議会で
自治基本条例が提案されますね。
（堀添）
そうですね。この条例は、地域にお
ける最高規範として、基本的なあり
方やルールを定める条例です。常設
型の住民投票制度が規定されている
ことも特徴の一つですが、やはり本
市自治基本条例の一番のポイントは、
１３０万の人口をかかえる大都市と
して、地域内の分権についても明確
に規定している点です。区役所を単

（事務局）
ここのところ、三位一体改革を中心
に、地方分権に関する報道が連日の
ように行われていますね。
（堀添）
そうですね。国の平成１７年度予算
案の策定の中で、国と地方との役割
分担をどのように行っていくのか、
という議論が行われています。全国
知事会等、地方六団体による分権改
革案のとりまとめがされましたが、
並行して全国の１３政令指定都市も、
まとまって国や主要政党等への働き
かけを行っています。私も先日、川
崎市の代表として他市とともに、民
主党国会議員団との懇談を行いまし
た。基本的に、地方分権に対する民
主党の立場は、私たち地方自治体の
考え方と同じ方向性を向いています
ので、国と地方が各々責任を持って
運営できる仕組みづくりを早急に実
現するよう、国と地方の両方で活動
を強めていくことを改めて確認致し
ました。
（事務局）
川崎市の代表として、どのような要
望をお伝えしたのですか。
（堀添）
前もって財政局の担当課長から、川
崎市としての政策要望事項、たとえ
ば神奈川口構想の推進ですとか、国
民健康保険の国庫補助負担割合を他
市並に引き上げること、等について
レクチャーを受けていましたので、
それらについては、事前に先方にお
伝えし、当日はむしろ根本的な国と
地方とのあり方について、重点的に
発言を致しました。私自身、現在の
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なる窓口としてではなく、地域の拠
点として位置づけている点や、区長
の役割を明記していることなど、全
国の政令指定都市の中で初めて制定
される自治基本条例として、今後、
モデルとなっていくのではないかと
思います。
（事務局）
長時間にわたり、ありがとうござい
ました。

（２００４年１１月１８日）

けん

けん

災害義援金ご支援のお願い 【【銀行振替銀行振替】】
三井住友銀行 溝ノ口支店
普通７０２１４１６
民主党神奈川第１８区総支部災害義援金係

新潟県中越地震や各地の台風による被災者の救援、
被災地の復旧支援を目的に、災害義援金募金活動
を行っています。



（２）ほりぞえ健ニュース ２００４年１１月号

１２月定例議会における主な議題１２月定例議会における主な議題
会期予定：平成１６年１１月２９日～１２月２２日（２４日間）

条 例：「川崎市自治基本条例の制定について」他、計１８件。
事 件：「川崎市基本構想について」他、計７件。
和 解：訴訟上の和解等、計１３件。
補正予算：「平成１６年度川崎市高速鉄道事業会計補正予算」他、計４件。
報 告：「地方自治法第１８０条の規定による市長の専決処分の報告について」の１件。

議案・報告の概要について

「川崎市自治基本条例の制定について」

主な議案の概要について

川崎市における自治の基本理念と自治運営の基本原則を確認し、自治運営を担う主体である市民、議
会および市長等の執行機関の役割、責務等を明らかにするとともに、行政運営、区のあり方、自治運
営の基本原則に基づく制度等、川崎市の自治の基本を定めることにより、市民自治を確立することを
目的として制定するもの。施行予定期日は平成１７年４月１日。

「川崎市基本構想について」

現行基本構想（平成４年制定）制定以降の社会経済環境の変化に適切に対応し、総合的かつ計画的な
市政運営を図るため、地方自治法第２条第４項の規定に基づき、新たな基本構想を定めるもの。

「川崎市任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について」

専門的知識経験等が必要とされる業務に従事させるために、任期付で一般職の職員を採用するための
制度を整える条例。区行政改革検討委員会の報告に基づき、行政区の区長職についても、この条例に
基づく任期付職員を充てることを検討中。公布の日から施行予定。

「川崎市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」

関連する審査機関を整理統合するとともに、実施機関の職員等に対する罰則規定（２年以下の懲役又
は１００万円以下の罰金、又は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金）を新たに定めるもの。施
行予定日は平成１７年４月１日。

「川崎市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」
「川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の制定について」
「川崎市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」
「川崎市病院局企業職員定数条例の制定について」
「川崎市水道局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」
「川崎市交通局企業職員定数条例の一部を改正する条例の制定について」

現行職員定数条例制定後の職員配置の見直しや病院局を新たに設置することに伴い、職員定数の調整
を行うもの。

市長部局、議会事務局、行政委員会事務局、消防職員 １４，４３０人から２，２９４人減。
病院局（新設） １，２０１人増。
水道局 １，１６６人から １９７人減。
交通局 ９３１人から １６２人減。

合 計 １６，５２７人から１，４５２人減。

「川崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例」

高津区久地地区における地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する事項を定めるとともに、
黒川地区地区計画の区域内における建築物に係る制限を変更する条例。公布の日から施行予定。

「生田緑地（ばら苑及び周辺地域）用地の取得について」

当該用地のうち１５，６２５ｍ2を地権者から１０億円で買い入れるもの。
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１０月２３日に発生した新潟県中越地震は、M６．８、震度７の直下型地震であり、新潟県内で多くの被害が

発生いたしました。川崎市では、総務局危機管理室が中心となり、災害発生直後にヘリコプターを中心とした消
防局航空隊を派遣するなど、被災者救助、復旧のために現在まで引き続き支援活動を行っています。市議会では、
私も所属する総務委員会（危機管理室を所管）での審議をはじめ、被災者および被災地の復興支援のために川崎
市としてできることはなにか、また、今回の地震をふまえ本市の防災体制に見直すべき点はないのか、という２
つの視点で議論を行っています。

新潟県中越地震における川崎市の対応新潟県中越地震における川崎市の対応

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

■ ヘリコプター派遣（情報収集用） 4
■■■ ヘリコプター派遣（情報収集用） 5

■■■■■ 緊急消防援助隊 27
■■■■■ 応急給水活動 8

■■■■■ 応急給水活動 9
■■■■■ 応急給水活動 9

■■■■■ 応急給水活動 9
■■■■■■ 応急給水活動 6

■■■ 応急給水活動 7
■■■■ 応急復旧活動 12

■■■■■ 被災建築物応急危険度判定 6
■■■■■ 被災建築物応急危険度判定 5

■■■■■ 保健婦によるメンタルケア 3
■■■■■ 保健婦によるメンタルケア 3

■■■■■ 保健婦によるメンタルケア 3
■■■■■ 保健婦によるメンタルケア 3

■■■■■ 保健婦によるメンタルケア 3
■■■■保健婦によるメンタルケア 3

■■精神科医師によるケア活動 9
■■■■■■■■■ 下水道被災調査 5

■■■■■■■■ 下水道被災調査 6
■■■■ 下水道被災調査 1

■■■■■■■■■ 下水管内調査 4
■■■■■ 下水管内調査 1

12 8 8 28 36 61 64 64 69 76 49 44 41 22 13 14 23 20 14 7 6 3 3 3 6 3 11 11 (日別合計派遣人員）

１０月 １１月
支援活動 派遣人員

【【川崎市職員派遣状況川崎市職員派遣状況】】 （１０月２４日～１１月（１０月２４日～１１月2020日現在までの中間集約状況）日現在までの中間集約状況）

【【川崎市の主な支援物資、見舞金・義援金川崎市の主な支援物資、見舞金・義援金】】

１０リットル入給水用ビニール袋１０リットル入給水用ビニール袋 ３３,,０００枚０００枚

５００ミリリットル飲料水５００ミリリットル飲料水 ５５,,０００本（神奈川県経由）０００本（神奈川県経由）

紙おむつ紙おむつ １１,,０００枚（神奈川県経由）０００枚（神奈川県経由）

トイレット・ペーパートイレット・ペーパー ６６,,０００本０００本

土嚢袋土嚢袋 ６００袋（神奈川県経由）６００袋（神奈川県経由）

防水シート防水シート ４０枚（神奈川県経由）４０枚（神奈川県経由）

見舞金（川崎市）見舞金（川崎市） ５００５００,,０００円０００円

見舞金（日本赤十字社川崎市地区本部）見舞金（日本赤十字社川崎市地区本部） ５００５００,,０００円０００円

義援金（日本赤十字社川崎市地区本部）義援金（日本赤十字社川崎市地区本部） １２１２,,２５２２５２,,１８７円（１１月１８日までの集計）１８７円（１１月１８日までの集計）

義援金（川崎市議会）義援金（川崎市議会） １１,,００００００,,０００円０００円



第１６回第１６回 「川崎市政に参加する会」のご案内「川崎市政に参加する会」のご案内

私たちの住む川崎市を「安心して暮らせるまち」に
していくためには、私たちの手でもっともっと変えて
いかなければならないと思います。

一人一人の主権者の皆様とともに、新しい川崎市の
あり方について、勉強し、議論し、実行していく場と
して、「川崎市政に参加する会」を開いています。

毎月、その時々にあったテーマを設定し、開催して
おりますので、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げ

ます。

第１６回 11月28日 午後１時半～ てくのかわさき

「川崎市の位置～１３政令指定都市の中で」

第１７回 12月23日 午後１時半～ 高津市民館

「川崎市の防災～大規模災害発生時の対応」

（４）ほりぞえ健ニュース

奈
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、
ま
た
痛
ま
し
い
事
件
が
起
き
た
。
最

も
弱
い
立
場
の
子
ど
も
が
標
的
に
さ
れ
た
こ
と
に
、

本
当
に
怒
り
を
覚
え
る
。
昨
年
一
月
か
ら
十
月
の

統
計
だ
が
、
十
五
歳
以
下
の
子
ど
も
を
狙
っ
た
連

れ
去
り
事
件
は
全
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で
一
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六
件
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、

被
害
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一
三
六
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と
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警
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庁
調
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）
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昼
間
で
も
子
ど
も
を
一
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さ
せ
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不
安
な
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。
／
こ
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し
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件
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防
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た
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、
ラ
ン
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に
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Ｃ
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つ
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時
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ら
せ
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取
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組
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め
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Ｓ
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テ
ム
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末
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取
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け
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ラ
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発
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さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
子
ど
も
の
居
場
所

を
携
帯
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や
パ
ソ
コ
ン
で
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認
で
き
る
。
ま
た
、

保
護
者
が
緊
急
と
判
断
し
て
、
警
備
セ
ン
タ
ー
に

通
報
す
る
と
、
警
備
員
が
駆
け
つ
け
る
サ
ー
ビ
ス

も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
そ
う
だ
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
技
術
も
万
全
と
は
言
え
な
い
。
ラ
ン
ド
セ

ル
を
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
お
手
上
げ
で
あ
る
。

今
回
の
事
件
で
も
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
付
の
携
帯
電
話
は
途

中
電
源
が
切
ら
れ
た
か
圏
外
に
置
か
れ
、
子
ど
も

の
命
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
昨
年
起
き

た
長
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の
幼
児
誘
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事
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で
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カ
メ
ラ
に

よ
っ
て
犯
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抑
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手
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え
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。
こ
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シ
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あ
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え
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ろ
う
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／
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逮
捕
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も
、
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れ
た
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は
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な
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か
ら
、
ま
ず
犯
罪
が
起
き
に
く
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会
に
し
て
い

く
こ
と
が
な
に
よ
り
も
大
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だ
。
そ
の
た
め
に
も
、

地
域
に
お
け
る
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
回
復
強

化
し
、
子
ど
も
を
見
守
る
大
人
の
目
を
増
や
す
こ

と
が
、
遠
回
り
に
見
え
て
も
有
効
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
同
時
に
、
そ
れ
が
「
監
視
」
や
、
少
し
で

も
違
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
人
の
「
排
除
」
に
な
ら

な
い
よ
う
に
す
る
配
慮
も
必
要
で
、
と
て
も
難
し

い
課
題
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
事
件
で
は
、
加
害

者
自
身
も
、
周
り
か
ら
愛
さ
れ
大
切
に
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
ケ
ー
ス
も
多
い
と
聞
く
。
彼
（
彼
女
）

を
「
異
常
」
と
決
め
付
け
て
切
り
捨
て
る
の
で
は

な
く
、
彼
ら
が
育
っ
て
き
た
社
会
的
背
景
を
冷
静

に
検
討
し
、
温
か
な
関
心
を
お
互
い
に
寄
せ
助
け

合
う
地
域
社
会
を
つ
く
る
こ
と
の
大
切
さ
を
あ
ら

た
め
て
感
じ
る
。

（
事
務
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このニュースはご自宅にも配送しております。毎月確実にご覧になりたい方は、
ほりぞえ健事務所までお気軽にご連絡ください。（電話８５５－１４７９）

２００４年１１月号

日時：２００４年１１月２８日（日）
午後１時半から４時まで。

場所：てくのかわさき
溝の口駅徒歩５分

溝口１－６－１０ ０４４－８１２－１０９０

連載コラム連載コラム 川崎と高津の地名（川崎と高津の地名（No.No.２）２）参考：日本地名研究所編「川崎の町名」参考：日本地名研究所編「川崎の町名」

高津区は川崎市の中央に位置し、東側半分が多摩川
の沖積低地、西側半分が丘陵地、台地となっています。
縄文時代の貝塚や多くの古墳もあり、非常に早い時期
に大和朝廷の支配下に組み入れられていたと考えられ
ています。江戸時代の初期には現在の字名を持つ村々
があり、明治２２年の市制・町制施行とともに、高津
村（溝口、二子、久本、久地、下作延、諏訪河原、北
見方、坂戸）、橘村（久末、末長、新作、子母口、明
津、蟹ヶ谷、千年）ができました。なお、梶ヶ谷、野
川は宮前村の、上作延、向ヶ丘は向丘村の一部となり
ました。また、明治４５年には、東京府北多摩郡砧村
や荏原郡玉川村の一部が高津村に編入され、それぞれ
宇奈根、瀬田、下野毛となりました。高津村は昭和３
年に高津町となり、昭和１２年に川崎市に編入されま

「高津」の由来
した。橘村も同年、川崎市に編入され、翌年には宮前
村、向丘村も川崎市に編入されました。意外にも、明
治２２年の市制・町制施行以降でみても、半分近くの
期間は高津町（村）、橘村、宮前村、向丘村としての
歴史であったわけです。

昭和４７年に川崎市が政令指定都市となると、川崎
市に５つの行政区が設置されました。高津区は、現在
の宮前区のエリアを含めた行政区となりましたが、人
口増加に伴い、昭和５７年に分区が行われ新たに宮前
区が誕生しました。その時に野川と梶ヶ谷の一部が分
割され、高津区に残りました。なお、現在でも宮前区
には「高津区○○」といった表札も多く残っています。

「高津」という地名も「川崎」と同様に諸説あり、
大阪高津宮付近の景観に似ていると主張した諏訪の小
黒伝八によるという説や、上流の渡し場を意味する高
津にちなむという説があります。

（（※※））会場会場が変更となりましたのでご注意ください。が変更となりましたのでご注意ください。


